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諮問庁：北九州市教育委員会 

諮問日：令和６年５月２２日（諮問第１８１号） 

答申日：令和７年１月２４日（答申第１８１号） 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

本審査請求の対象となった行政文書の開示請求につき、全部不開示とした決定

は妥当である。 

 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

「令和５年５月２９日 北九教学徒第７７号 行政文書不開示決定通知書」の

記載から、開示請求した文書は第３種５年間保存の文書であると推測される。 

請求内容のうちの２０１７年度の文書は２０２３年３月３１日時点で保存期間

内であり、文書は廃棄されていないと考える。そのため、実施機関の開示しない

理由に記載されてある「保存期間（第３種５年間）満了により廃棄したため、保

有していない。」というのは間違いである。 

  また、北九州市教育委員会に開示請求した内容と同じ文書を他の自治体の教育

委員会に開示（公開）請求したところ、北九州市教育委員会が不存在とした２０

１７年度の文書が他の自治体の教育委員会から開示された。もう一度保管文書を

確認し、北九州市教育委員会も同じ文書を保有しているのであれば、審査請求人

（開示請求者）に対して、速やかに文書を特定して開示していただきたい。 

令和５年５月２９日北九教学徒第７７号による審査請求人に対する行政文書不

開示決定処分を取り消し、決定のやり直しを求める。 

 

 ２ 審査請求の理由 

審査請求人が審査請求書及び反論書で主張している審査請求の主たる理由は、

次のように要約される。 

⑴ 行政文書開示請求をした請求内容は、以下のとおりである。 

 ２０１５年４月～２０２２年３月末日までの「義務教育の段階における普通

教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」について 

１、文部科学省から送られてきた通知・添付資料・配布資料・事前調査・事前

アンケート等の全ての文書（文部科学省からのメール本文・添付ファイル含

む） 

   ２、北九州市立学校（小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学
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校等）へ送った通知・添付資料・配布資料・事前調査・事前アンケート等の全

ての文書（メール本文・添付ファイル含む） 

⑵ 令和５年５月２９日北九教学徒第７７号行政文書不開示決定通知書の記載か

ら、開示請求した文書は、第３種５年間保存の文書であると推測される。 

 開示請求受付日の２０２３年３月３１日は２０２２年度であり、２０１７年度

の文書は、５年間保存であれば保存期間内である。そのため、開示請求内容のう

ちの２０１７年度の文書は、２０２３年３月３１日時点では廃棄されていないと

考える。 

  したがって、実施機関の開示しない理由に記載されている「保存期間満了に

より廃棄したため、保有していない。」というのは間違いであると考える。 

⑶ 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法

律（以下「教育機会確保法」という。）について、北九州市教育委員会あてに開

示請求した内容と同じものを他の自治体の教育委員会に開示（公開）請求した

ところ、２０１７年度に文科省から各都道府県教育委員会・各指定都市教育委

員会等あての通知された文書が開示された。 

文部科学省から各都道府県の教育委員会などに出される通知は、同じもので

あると考えられ、北九州市教育委員会を外して通知が出されることは考えられ

ない。 

⑷ 他の自治体から文科省の通知文が出てきたことは、同じ文書を北九州市教育

委員会が保有している可能性があることを示している。もう一度、保管されて

いる文書の中を確認し、文書が残っていないか調べて、速やかに文書を特定

し、開示してほしい。   

⑸ 他の自治体から開示された文書について、他の自治体に開示（公開）請求し

た内容は、北九州市と全く同じものである。情報公開条例は各自治体それぞれ

で定められているが、情報公開制度の趣旨は同じだと考える。文科省から全国

の自治体向けに出される通知について、全く同じ内容で開示（公開）請求した

時に、特定される文書が異なることはないと考える。 

⑹ 教育機会確保法の第７条にあるとおり、文部科学大臣が基本指針を策定した

ので、文部科学省から平成２９年４月４日付２８文科初第１８５２号によって

各都道府県教育委員会等に通知が出された。 

 この通知は、他の複数の自治体から審査請求人（開示請求者）の開示（公

開）請求内容に該当する文書として特定された文書である。基本指針を開示し

た自治体は情報公開制度の趣旨を理解し、請求内容に該当するものは全て開示

したのだと考える。 

この通知は、教育機会確保法の一部であり、開示請求内容に合致した文書で

あると考える。また、教育機会確保法の第７条の基本指針が教育機会確保法と
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全く関係ないものであると考えるのには無理がある。 

 ⑺ 公文書（行政文書）開示（公開）請求の際に、文書名を限定したもので開示

（公開）請求すると、文書をできるだけ一般市民に見せたくないと考えている

実施機関は「そのような名称の文書はない」と考え、不開示決定にする傾向が

ある。 

「法律について」と開示請求書に記載していることを、北九州市教育委員会

は「法律」に限定して解釈することで「文書はない」としている。開示請求者

（審査請求人）の意図としては、「法律」に関連している文科省通知を対象とし

ているので、「法律」が成立したことを通知する文書のみに限定して開示請求し

たものではない。 

 

第３ 処分庁の説明の要旨 

１ 審査請求に至る経緯 

本件は、令和５年３月２９日付けで、審査請求人より北九州市情報公開条例

（平成１３年北九州市条例第４２号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づ

く本件対象文書の開示請求があり、それに対し、令和５年５月２９日付け北九教

学徒第７７号により行政文書不開示決定を行ったところ、これを不服として同年

８月３１日付けで本審査請求が提起されたものである。 

 

２ 原処分の理由 

処分庁が弁明書及び意見聴取で主張している原処分の主たる理由は、次のように

要約される。 

⑴ 審査請求人が行った開示請求した行政文書は、「義務教育の段階における普通

教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」について、 

 ① 文部科学省から送られてきた通知・添付資料・配布資料・事前調査・事前

アンケート等の全ての文書（文部科学省からのメール本文・添付ファイル含

む） 

② 北九州市立学校（小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学

校）へ送った通知・添付資料・配布資料・事前調査・事前アンケート等の全

ての文書（メール本文・添付ファイル含む）の内容を対象としている。 

⑵ 文部科学省のホームページで本内容に関する文書を確認すると、平成２８年

１２月２２日付通知（義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会

の確保等に関する法律の公布について（通知））が該当するが、２０１６年度

（平成２８年度）の文書であり、保存年限は令和４年３月３１日となることか

ら、開示対象文書については保有も存在もしていない。 

⑶ なお、審査請求人が資料として添付している「義務教育の段階における普通 
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教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定について（通知）」

は、請求内容と異なることから、開示対象文書と認識していない。 

審査請求人は行政文書開示請求において、請求する行政文書の名称又は内容

に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する

法律」と明記している。 

 そのため、文部科学省のホームページで確認した上で、開示対象となる文書

を、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する

法律の公布について（通知）」及び別添１～５と判断し、対象文書が存在しない

ことから不存在としたものである。 

⑷ その後、審査請求人は、本件に関する審査請求（令和５年８月３１日）を行

い、その理由として、同様の開示請求をした他の自治体から「義務教育の段階

における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定につ

いて（通知）」（平成２９年４月４日付２８文科初第１８５２号）が開示された

ことを示している。 

⑸ しかし、審査請求人が示した「義務教育の段階における普通教育に相当する 

教育の機会の確保等に関する基本指針の策定について（通知）」は、開示請求内

容である「「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に

関する法律」について」と下線部の内容が異なることから、上記通知について

開示対象文書として認識はないものである。 

 

３ よって、本件処分は正当であるから、本件審査請求を棄却するとの裁決を求め

る。 

 

第４ 審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、審議を行った。 

① 令和６年 ５月２２日  諮問の受付 

② 令和６年 ７月３１日  審議 

③ 令和６年１０月１６日  処分庁からの意見聴取、審議 

④ 令和６年１１月２６日  審査請求人からの意見聴取、審議 

⑤ 令和６年１２月２４日  審議 

 

第５ 審査会の判断の理由 

当審査会は、審査請求の対象となった本件対象文書の不開示決定について、審査

請求人及び処分庁の主張を具体的に検討した結果、以下のとおり、判断する。 

 

１ 原処分に係る法令等の定めについて 
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⑴ 教育委員会の文書の取扱いについて 

  教育委員会の文書の取扱いについては、北九州市教育委員会文書規程（昭和

４７年教育委員会訓令第１号）第３条に「（前略）委員会事務局の文書等の取扱

いについては、北九州市文書管理規則（平成１４年北九州市規則第２６号）の

規定の例による」と規定され、教育委員会事務局の文書の取扱いは、北九州市

文書管理規則と同じ取扱いをすることとされている。 

⑵ 文書の保存期間等について 

北九州市文書管理規則第２９条第１項に「文書等の保存種別、保存期間及び

保存期間の基準は、別表のとおりとする」と規定され、保存期間については、

その別表において「照会、回答、通知、報告等に関するもので重要なもの」は

「５年間」、「照会、回答、通知、報告等に関するもの（重要及び軽易なものを

除く。）」は「３年間」、「照会、回答、通知、報告等に関するもので軽易なも

の」は「１年間」とされている。 

 ⑶ 保存文書の廃棄について 

  北九州市文書管理規則第４１条第１項に「文書主管課長は、保存期間が満了

した保存文書を速やかに廃棄しなければならない」と規定されている。 

 

 ２ 本件対象文書について 

 本件対象文書は、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確

保等に関する法律」に関する文部科学省から送られてきた通知等全ての文書及び

北九州市立学校へ送った通知の全ての文書のうち、２０１５年（平成２７年）４

月～２０２２年（令和４年）３月末日までのものである。 

   本件対象文書の保存種別が第３種、保存期間が５年であることは処分庁及び審

査請求人に争いはないが、審査請求人は、本件対象文書に、平成２９年４月４日

付けの文部科学省通知である「義務教育の段階における普通教育に相当する教育

の機会の確保等に関する基本指針の策定について（通知）」が含まれておらず、平

成２９年度の文書は保存種別が第３種、保存期間が５年間であれば、令和５年３

月３１日までが保存期間になることから、開示されるべきであると主張してい

る。 

 当審査会において、平成２９年４月４日付けの文部科学省通知を見分したとこ

ろ、当該通知は保存期間内の文書ではあるが、「義務教育の段階における普通教育

に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の施行に伴い、同法第７条に規定

する「基本的な指針」を定める旨の通知であった。 

 今回の開示請求は、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の

確保等に関する法律」に関するものであり、当該通知が本件対象文書に含まれる

かどうかであるが、行政文書の特定については、開示請求書の記載によって開示
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請求に係る文書が特定されていると認められる場合には、行政機関の長は開示請

求書の記載によって特定された文書を開示すれば足りると解するのが相当であ

る。 

 そのため、今回、処分庁が開示請求書には、「基本的な指針」に関する記載がな

いこと等から、今回の対象文書の特定に関し、違法又は不当な処分であるとまで

はいえない。 

 

３ 審査請求人のその他の主張について 

  審査請求人のその他の主張は、いずれも当審査会の前記判断を左右するもので

はない。 

 

４ まとめ 

以上のことから、本件処分に違法又は不当な点は見受けられず、本審査請求に

はその理由がないため、前記第１のとおり判断する。 

 

 

 

北九州市情報公開審査会 

会長   阿 野 寛 之 

委員   神   陽 子 

委員   熊 谷 美佐子 

委員   仲 野 宏 子 

委員   中 村 智 美 

 

 

 

 

 

 

 


